
　

【全国統一標語】

この季節、空気が非常に乾燥し、火災が発生しやすい状況です。お出か

け前、おやすみ前には、もう一度火の元を確かめる習慣をつけましょう。

また、平成23年6月1日からすべての住宅に対し住宅用火災警報器の設

置が義務づけられています。火災を起こさないことも大事ですが、火災が発

生したときに備えて住宅用火災警報器の設置、そして適切な維持管理に努

めましょう。

『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』

住宅用火災警報器設置場所 動作確認方法

西郷村・西郷村消防団・白河消防署西郷分署
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